
宍粟市教育委員会規則第３号 

 

宍粟市立学校施設等の使用に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  平成29年２月15日 

 

宍粟市教育長  西 岡 章 寿 

 

 

宍粟市立学校施設等の使用に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

宍粟市立学校施設等の使用に関する条例施行規則（平成18年宍粟市教育委員会規則第12号）の

一部を次のとおり改正する。 

 別表６の項中「10分の５」を「10分の10」に改め、同表中備考１及び備考２を削り、備考３を

備考とする。 

 様式第１号及び様式第２号中 

「 

免除後の使用料    円（免除率＝ /  ）＋  円＝  円 

使用料免除を受

ける場合の理由 

理由 

                                   」 

を 

「 

免除後の使用料 （免除率  /  ）      円 

使用料免除を受

ける場合の理由 

理由 

 宍粟市立学校施設等の使用に関する条例施行規

則第４条に規定する別表（   ）に該当するため 

                                   」 

に改める。 

附 則 

この規則は、平成 29年４月１日から施行する。 

 


